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○

外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

（
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
を
要
し
な
い
旨
の
承
認
申
請
書
の
提
出
の
手
続
等

）

）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

第
十
三
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
申
請
時
又
は
申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
会
計
年

４

前
項
に
規
定
す
る
数
は
、
申
請
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
直
前
会

度
の
直
前
会
計
年
度
又
は
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
当
該

計
年
度
又
は
事
業
年
度
の
直
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
当
該
外
国
債
等
の

外
国
債
等
の
保
管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
登
録
金
融

保
管
の
委
託
を
受
け
て
い
る
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
登
録
金
融
機
関
（
法
第

機
関
（
法
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。
）
の
有
す

二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
登
録
金
融
機
関
を
い
う
。
）
の
有
す
る
当
該
外
国

る
当
該
外
国
債
等
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者

債
等
の
所
有
者
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
者
（
非
居
住
者

（
非
居
住
者
を
除
く
。
）
の
数
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

を
除
く
。
）
の
数
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）


